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1　 減免申請した自動車は、専ら（ 7割以上）障害者の移動手段として使用すること。
2 �　減免申請内容の変更の有無について府税事務所長（担当：自動車税管理事務所）から照会があったときは、現況を正し
く回答すること。また、使用実態調査等が実施されたときは、積極的に協力すること。
3 ��　減免の要件を満たさなくなったときは、その旨を直ちに府税事務所長に届け出ること。この場合、減免を取り消され
ても異議を申し立てずに、適正に納税すること。


